
 

１ 都市計画の提案制度 

 

都市計画の提案制度は、自主的なまちづくりの推進や、地域の活性化を図りやすく

するため、土地所有者、まちづくり市民団体等が一定の要件を満たした場合は、県や

市に対して都市計画の決定又は変更の提案を行うことができるという制度です。（都

市計画法第 21条の２） 

 

（１）提案できる都市計画 

県や市が定める都市計画のうち、県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」「都市再開発の方針」などを除いた全ての都市計画が対象です。 

県が定める都市計画に関する提案は県へ、市が定める都市計画に関する提案は市へ

提案します。 

まずは、担当課（p.86参照）へご相談ください。 

 

（２）提案に必要な条件 

市が定める都市計画に関する提案をする場合は、次の条件を満たす必要があります。 

 ・0.3ha以上の一体的な一団の土地であること。 

 ・「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画法及びその他の関

係法令に基づく都市計画に関する基準に適合していること。 

 ・提案区域内の土地の所有者等の 3 分の 2 以上（人数と面積）の同意があること。 
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第６章 都市計画の提案制度 
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法第 19 条第 3 項 

法第 20 条第１項 

公 聴 会 の 開 催 

（土地所有者等全員の同意があった場合を除く） 

 

規則第 21 条第４項 法第 21 条の５第１項 

条例第 19 条第３項 

法第 19 条第１項 

都 市 計 画 の 原 案 の 作 成 

都 市 計 画 の 案 の 作 成 

※「法」とは「都市計画法」のことです。 

※「条例」とは「鎌倉市まちづくり条例」のことです。 

※「規則」とは「鎌倉市まちづくり条例施行規則」のことです。 

【採用の場合】 

公述の申出があった場合 

地区計画は意見書の提出 

※告示とは、国や地方公共団体などが、広く一般に知らせること。 

不 
採 
用 

採 
 

用 

※ 都 市 マ ス タ ー プ ラ ン 等

の 計 画 と 整 合 し て い る か

を見て判断する。  

※市が提案書を基に、都市計画の原案を作成する。  
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市 

 

 

 

 

 

 

 

提
案
者 

規 則 基 準 に 基 づ く 判 断 

発   意（考案し、意思表示する） 

提 案 書 の 提 出  

条例第 19 条第 3 項 

条例第 19 条第１項 

※提案者が土地所有者の意見を聞きながら、提案書を作成していく。 

市長との協議 

（任 意） 

条例第 19 条第２項 

提案書を都市計画課と協議  

しながら、作成する。  

提案者 

 説 明 に よ る 
土 地 所 有 者 等 の 住 民 へ の 理 解 

条例第 19 条第３項 

提 案 者 へ の 通 知 
提案者は判断結果に対して、通知の日の翌日から 14 日間以内に

市長に対して意見書の提出が可能。（規則第 21 条第５項）また市

は、不採用とする場合は、あらかじめ、都市計画審議会に意見を

聴かなくてはならない。（法第 21 条の５第２項） 

 

規則第 21 条第４項 法第 21 条の５第 1 項 

都 市 計 画 の 決 定 ・ 告 示  

※県と都市計画の内容を協議する 

法第 19 条第１項 

都 市 計 画 の 案 の 公 告 ･ 縦 覧 
法第 17 条第 1 項 

住民及び利害関係人は案に対する意見があった場

合、意見書を提出することができる 

都 市 計 画 審 議 会 へ の 付 議  市は意見があった場合、都市計画審議会へ意見を提

出しなければならない。（法第 19 条第２項） 

 

県 知 事 と 協 議 
法第 19 条第３項 

※県と都市計画の内容を協議する。 

条例第 19 条第４項 

法第 19 条第１項 

（３）手続の流れ（市が定める都市計画の提案の場合） 



（４）Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ どんな人が都市計画の提案をすることができますか？ 

提案の対象となっている区域内の土地所有者等の権利者、まちづくり市民団体、

まちづくりの推進を目的とするNPO 法人等で、提案に必要な要件を満たしていれ

ば可能です。 

 

Ｑ２ 提案にはどのような準備が必要ですか？ 

提案しようとする内容について、事前に市と話し合い、整理することが必要です。 

提案先（県か市かの確認）、土地所有者等の同意確認など、提案に必要となる具

体的な書類や要件について理解し、その後に下記の書類を準備し、提出することと

なります。 

●提出書類 

・都市計画提案書 

・都市計画の素案（総括図、計画図、計画書） 

・提案を行うことができる者であることを証する書類 

・土地所有者等の同意を得たことを証する書類 

・周辺環境への影響に関する調書 

・周辺住民等への説明の経過に関する資料 

・その他市長が必要と認める書類 

 

 
Ｑ３ Ｐ.47地区計画等の住民原案の申出との違いは何ですか？ 
「住民原案の申出」は、都市計画決定・変更できる案件が地区計画に関する事案

のみとなります。それに対して「都市計画の提案」は、一部を除く都市計画全般（例

えば用途地域や緑地など）について都市計画決定・変更が可能です。また、「住民

原案の申出」は、都市計画決定図書（計画書や図面）を申出者自身が作成すること

になりますが、「都市計画の提案」は、提案者の内容を基に市が都市計画決定図書

を含む都市計画の原案を作成します。 
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住民原案の申出（Ｐ47） 都市計画の提案（Ｐ72）

対象となる都市計画 地区計画 一部を除く都市計画全般

申請できる者

図書の作成 申請者 市

公聴会の開催規定 無 有

提案の対象となっている区域内の土地所有者等の権利者、まちづくり市民団体、まちづくりの推進
を目的とするＮＰＯ法人等


